
妊娠４か月（12週）未満の中絶胎児の取扱いに関するアンケート調査結果

１．妊娠４か月（12週）未満の中絶胎児の取扱いに関する独自の条例がある自治体

全 体 内 訳

都道府県 保健所設置市

あ る 11（10.6％） 7（14.9％） 4（7.0％）

な い 93（89.4％） 40（85.1％） 53（93.0％）

・ ある」と回答のあった自治体における条例に基づく許可業者数「

全 体 内 訳

都道府県 保健所設置市

許可業者 123 122 1

２．妊娠４か月（12週）未満の中絶胎児に関して、管内市町村で火葬場での焼却許可を与

える制度をもつ都道府県数及び当該制度をもつ保健所設置市数

全 体 内 訳

都道府県 保健所設置市

ある 63(60.6％) 28 (59.6％) 35(61.4%)

ない 30(28.8％) 11 (23.4％) 19(33.3%)

11(10.6％) 8 (17.0％) 3( 5.3%)制度はないが依頼があれば

受け付ける

「 」 。※火葬場での焼却許可を与える制度をもつ市町村が１つ以上ある場合に ある と集計した

ある

60.6%

ない

28.8%

制度はないが

依頼があれば

受け付ける

10.6%



３． 妊娠４か月（12週）未満の中絶胎児を廃棄物処理業者が取り扱うことの有無

全 体 内 訳

都道府県 保健所設置市

あ る 32（30.8％） 21（44.7％） 11（19.3％）

な い 60（57.7％） 21（44.7％） 39（68.4％）

不 明 12（11.5％） 5（10.6％） 7（12.3％）

・ ある」と回答のあった地方公共団体における妊娠４か月（12週）未満の中絶「

胎児を取り扱うことがある廃棄物処理業者数

全 体 内 訳

都道府県 保健所設置市

収集運搬業者 87 62 25

処 分 業 者 20 16 4

４．都道府県及び保健所設置市の廃棄物担当課による妊娠４か月（12週）未満の中絶胎児

の取扱いに関する指導の有無

全 体 内 訳

都道府県 保健所設置市

あ る 6（ 5.8％） 3（ 6.4％） 3（ 5.3％）

な い 98（94.2％） 44（93.6％） 54（94.7％）

・ ある」の内訳 火葬場で取り扱うよう指導 … 4件「

（青森県内の１町、静岡県内の１町、静岡市、浜松市）

胞衣、産汚物等に係る条例に基づくよう指導 … 2件

（北海道、横浜市）

ある
5.8%

ない
94.2%



許可業者数 （2）管内市町村 特記事項

北海道 39 ○
北海道胞衣及び産わい物処理条例
墓地埋葬法の許可を受けた火葬場は処理所とみなす

青森県 ― ない △

岩手県 ― ない ○

宮城県 ― ない ○

秋田県 ― ない △

山形県 ― ない ○

福島県 ― ない ○

茨城県 ― ない ×

栃木県 ― ない △

群馬県 ― ない ○

埼玉県 ― ない ○

千葉県 ― ない ○

東京都 6 ない × 胞衣及び産汚物取締条例

神奈川県 2 ない △ えなその他出産に伴う産あい物処理業者条例

新潟県 ― ない ○

富山県 ― ない ○

石川県 ― ない ○

福井県 ― ない ×

山梨県 ― ない ×

長野県 ― ない △

岐阜県 ― ない ○

静岡県 ― ない ○

愛知県 ― ない ○
胞衣及び産汚物取締条例は定めているが、妊娠１２週
未満の中絶胎児に関する規定無し

三重県 0 ない ○ 胞衣其ノ他ノ産穢物取扱に関する件

滋賀県 ― ない ○

京都府 1 ない ○ 胞衣産汚物取締条例

大阪府 47 ○ 大阪府産汚物等取締条例

兵庫県 27 ない ○ 胞衣及び産汚物取締条例

奈良県 ― ない ○

和歌山県 ― ない ○

鳥取県 ― ない ×

島根県 ― ない △

岡山県 ― ない △

広島県 ― ない ○

山口県 ― ない ○

徳島県 ― ない ×

香川県 ― ない ×

愛媛県 ― ない ○

高知県 ― ない ×

福岡県 ― ない ○

佐賀県 ― ない ○

長崎県 ― ない △

熊本県 ― ない ○

大分県 ― ない ×

宮崎県 ― ない ○

鹿児島県 ― ない ×

沖縄県 ― ない ×

ある 7 2 ○　28

ない 40 45 ×　11

　　 122 △　 8

許可業者数

都道府県

集計

ない

ない

ない

ない

ない

ない

ない

ない

設問１．妊娠４か月（１２週）未満の
　　中絶胎児に関して規定した条例が
　　ありますか。「ある」と回答され
　　た場合、条例で許可業者制度を採
　　用しているときは、許可業者数を
　　回答願います。

条例

ある

ない

ない

ない

ある

ある

ない

ない

ない

ない

ない

ない

ない

ない

ない

ある

ない

ある

ある

ある

ない

ない

ない

ない

ない

ない

ない

ない

ない

ない

ない

ない

ない

ない

設問２．（１）妊娠４か月（１２週）未満の中絶胎児に関して、火葬場で焼却
　　を行う許可を与える制度がありますか。（２）管内の市町村で制度があり
　　ますか。（ここでは管内に火葬場での焼却許可を与える制度をもつ市町
　　村が一つ以上ある場合は「○」、ない場合は「×」、制度はないが依頼が
　　あれば受け付けている市町村がある場合は「△」と集計した。）

（1）都道府県

ある

ある

ない

ない

ない

ない

ない



許可業者数 特記事項

旭川市 ― 人体の一部として火葬場で火葬する

札幌市 ― 札幌市火葬場条例

函館市 ― 函館市火葬場条例

小樽市 ― 北海道の条例を適用している

仙台市 ― 四肢・臓器・胎盤等は火葬場で焼却できる

秋田市 ― 制度はないが申請があれば受け付ける

郡山市 ― ―

いわき市 ― いわき市火葬場条例

宇都宮市 1 宇都宮市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

さいたま市 ― さいたま市斎場条例

川越市 ― 制度はないが申請があれば受け付ける

千葉市 ― ―

船橋市 ― ―

横浜市 ― ―

川崎市 ― 神奈川県の条例を適用している

横須賀市 ― 火葬場条例

相模原市 ― 父母からの申請があれば受け付ける

新潟市 ― 新潟市青山斎場条例

富山市 ― 富山市斎場条例、胞衣及び産汚物焼却場使用条例

金沢市 ― 金沢市斎場条例

長野市 ― 産汚物及び四肢・臓器等については火葬を許可している

岐阜市 ― 業者が収集し、岐阜市斎苑にて火葬

静岡市 ― 静岡市斎場条例

浜松市 ― 浜松市斎場会館条例

名古屋市 ― 名古屋市立霊園・斎場条例

豊田市 ― ―

豊橋市 ― ―

岡崎市 ― ―

京都市 ― 火葬場の使用料金を規定

大阪市 0 大阪市胞衣汚物処理条例

堺市 ― ―

東大阪市 ― ―

高槻市 0 高槻市産汚物等取締条例

神戸市 ― 神戸市立斎場条例

姫路市 ― 姫路市斎場条例

尼崎市 ― 尼崎市立弥生が丘斎場の設置及び管理に関する条例

西宮市 0 西宮市胞衣汚物処理手数料条例、火葬場条例

奈良市 ― ―

和歌山市 ― 和歌山市斎場条例

岡山市 ― 岡山市営火葬場条例

倉敷市 ― 倉敷市葬祭条例

広島市 ― 火葬場条例

呉市 ― 呉市斎場条例

福山市 ― ―

下関市 ― 胞衣としては許可している

高松市 ― 火葬業務マニュアルにて対応

松山市 ― ―

高知市 ― ―

北九州市 ― 産汚物については、斎場条例に規定あり

福岡市 ― ―

大牟田市 ― ―

長崎市 ― 長崎市もみじ谷葬斎場条例

佐世保市 ― 佐世保市斎場条例

熊本市 ― 熊本市斎場条例

大分市 ― 産汚物としては受け付けている

宮崎市 ― 宮崎市葬祭センター条例

鹿児島市 ― 鹿児島市立斎場条例

ある 4 ○　35
集計 ない 53 ×　19

1 △　 3

収運業者数

○

×

○

○

×

○

×

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

△

設問２．妊娠４か月（１２週）未満の中絶胎児に関して、火葬場で焼却
　　　を行う許可を与える制度がありますか。（ここでは、火葬場での
　　　焼却許可を与える制度がある場合は「○」、ない場合は「×」、
　　　制度はないが依頼があれば受け付けている場合は「△」と集計し
　　　た。）

火葬場許可制度

○

○

設問１．妊娠４か月（１２週）未満の中絶胎児に関して規定した
　　　条例がありますか。「ある」と回答された場合、条例で許
　　　可業者制度を採用しているときは、許可業者数を回答願
　　　います。（ここでは、斎場条例等以外の条例を該当するも
　　　のとしてあげ、斎場条例等は火葬場許可制度として、設問
　　　２に計上した。また、都道府県の条例を適用している自治
　　　体は、独自の条例はないと集計した。）
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○
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○

○
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○

○

○
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○

○

×

×

○

○
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○



収運業者数 中間処理業者数 具体的内容

北海道 0 0

妊娠４か月未満の中絶された胎児は、道条例（北海道胞衣及び
産わい物処理条例）に基づく「産わい物」に該当するものとして
運用していることから、条例に基づく適正処置及び許可業者への
委託等について、道立保健所、保健所設置市及び医師会を通じ病
院等に指導や周知を行っている。

青森県 1 1
　住民より問い合わせがあった場合、火葬をして、埋葬するよう
に指導している市町村が１つある。
（県の廃棄物担当課では特に指導はしていない。）

岩手県 1 0 ―

宮城県 1 1 ―

秋田県 ― ― ―

山形県 5 1 ―

福島県 2 0 ―

茨城県 0 2 ―

栃木県 0 0 ―

群馬県 2 0 ―

埼玉県 0 0 ―

千葉県 8 2 ―

東京都 0 0 ―

神奈川県 0 0 ―

新潟県 2 0 ―

富山県 0 0 ―

石川県 7 2 ―

福井県 3 3 ―

山梨県 1 0 ―

長野県 1 0 ―

岐阜県 ― ― ―

静岡県 3 0
　６７市町村のうち、１町の廃棄物担当課では、火葬場で処理す
るよう指導している。

愛知県 0 0 ―

三重県 ― ― ―

滋賀県 1 0 ―

京都府 0 0 ―

大阪府 0 0 ―

兵庫県 4 0 ―

奈良県 0 0 ―

和歌山県 0 0 ―

鳥取県 0 0 ―

島根県 0 0 ―

岡山県 0 0 ―

広島県 0 0 ―

山口県 0 0 ―

徳島県 0 0 ―

香川県 1 1 ―

愛媛県 ― ― ―

高知県 3 0 ―

福岡県 0 0 ―

佐賀県 7 2 ―

長崎県 5 0 ―

熊本県 ― ― ―

大分県 0 0 ―

宮崎県 0 0 ―

鹿児島県 0 0 ―

沖縄県 4 1 ―

ある 21
取扱うことがある 取扱うことがある

はい 3 具体的内容の内訳

ない 21
収運業者数 中間処理業者数

いいえ 44

不明 5 62 16

いいえ

いいえ

いいえ

　　　　胞衣（えな）条例に基づく指導　　　１
　　　　火葬場で取扱うよう指導　　　　　　２

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

ない

ある

設問４．妊娠４か月（12週）未満の中絶胎児の取扱いについて、廃棄物
　　　担当課において行っている指導等の対応がありますか。

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

ある

不明

ない

ない

不明

ある

ない

ある

ない

ない

ない

ある

ない

ない

ない

ない

ない

ない

ある

ない

ある

ない

不明

ある

ある

ある

ある

不明

ない

ある

ない

ある

ある

ない

ある

ない

設問３．感染性産業廃棄物又は感染性一般廃棄物を業の
　　　範囲としている廃棄物処理業者（収集運搬業者及
　　　び中間処理業者をいう。）が、当該特別管理廃棄
　　　物処理業の業務として妊娠４か月（12週）未満の
　　　中絶胎児を取り扱うことがありますか。

ない

いいえ

都道府県

集計

ある

ある

ある

不明

ある

ある

ある

ない



収運業者数 中間処理業者数 具体的内容

旭川市 4 2 ―

札幌市 0 0 ―

函館市 0 0 ―

小樽市 0 0 ―

仙台市 0 0 ―

秋田市 0 0 ―

郡山市 0 0 ―

いわき市 0 0 ―

宇都宮市 0 0 ―

さいたま市 0 0 ―

川越市 0 0 ―

千葉市 ― ― ―

船橋市 2 1 ―

横浜市 0 0
　神奈川県条例（えなその他出産に伴う産あい物処理業者条例）
に基づく許可業者に処理を委託するよう促している。

川崎市 0 0 ―

横須賀市 0 0 ―

相模原市 0 0 ―

新潟市 0 0 ―

富山市 0 0 ―

金沢市 0 0 ―

長野市 1 0 ―

岐阜市 1 0 ―

静岡市 ― ― 　市の斎場で火葬できる旨の指導

浜松市 0 0 　医療関係機関に対し、市の斎場会館での処理を指導

名古屋市 1 0 ―

豊田市 0 0 ―

豊橋市 0 0 ―

岡崎市 0 0 ―

京都市 ― ― ―

大阪市 0 0 ―

堺市 0 0 ―

東大阪市 0 0 ―

高槻市 0 0 ―

神戸市 0 0 ―

姫路市 0 0 ―

尼崎市 1 0 ―

西宮市 1 0 ―

奈良市 0 0 ―

和歌山市 0 0 ―

岡山市 1 0 ―

倉敷市 0 0 ―

広島市 ― ― ―

呉市 ― ― ―

福山市 0 0 ―

下関市 0 0 ―

高松市 0 0 ―

松山市 0 0 ―

高知市 0 0 ―

北九州市 ― ― ―

福岡市 0 0 ―

大牟田市 0 0 ―

長崎市 10 0 ―

佐世保市 ― ― ―

熊本市 0 0 ―

大分市 2 1 ―

宮崎市 1 0 ―

鹿児島市 0 0 ―

ある 11
取扱うことがある 取扱うことがある

はい 3 具体的内容の内訳

ない 39
収運業者数 中間処理業者数

いいえ 54

不明 7 25 4

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

ない

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

いいえ

ない

ない

ない

ない

ない

ない

不明

不明

ない

ない

ない

不明

ない

ある

ある

不明

ある

ない

ない

ない

ない

保健所設置市

集計

ない

ない

ない

ない

ない

ない

ない

ない

設問３．感染性産業廃棄物又は感染性一般廃棄物を業の範囲と
　　　している廃棄物処理業者（収集運搬業者及び中間処理業
　　　者をいう。）が、当該特別管理廃棄物処理業の業務とし
　　　て妊娠４か月（12週）未満の中絶胎児を取り扱うことが
　　　ありますか。

ある

ない

ない

ない

ない

ない

不明

ある

ない

ある

ある

ない

ない

ない

ない

ない

ある

ない

ない

ある

ある

不明

ない

ない

不明

ない

ある

設問４．妊娠４か月（12週）未満の中絶胎児の取扱いについて、廃棄物
　　　担当課において行っている指導等の対応がありますか。

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

　胞衣（えな）条例に基づく指導　　　１
　火葬場で取扱うよう指導　　　　　　２

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ


